
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和２年５月２６日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 川合 保生 ㊞

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

市長の目指す新しいまちのかたちについて

⑴ 資本主義社会である日本において市長の方針である市

民の関わりによるまちづくりはどう具現化されるのか。

⑵ 団塊の世代をと言われるが若い世代に対してはどう考

えているのか。

⑶ 地域、地域と言われるが地域で利用できる施設はどん

な状況か。

⑷ ３つのフラッグのうち「みどり」についてはどのよう

な施策で完結するのか。

⑸ ３期目のこの残り３年で理想は現実化させる事が出来

るか。

２

長久手市商工会について

⑴ 存在をどう捉えているのか。

⑵ 補助金は他市町に比して少ないのか。


